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１．特許庁における経緯

日付 項目

平成20年10月15日 特許出願（特願2008-266269号）「本件出願」
（特願2008-81313号（出願日：平成20年3月26日）の分割出願）

平成26年1月17日 設定登録（特許第545484号）「本件」

平成26年5月2日 無効審判請求

平成27年2月17日 訂正請求

平成27年4月10日 訂正を認める。特許は無効との審決「本件審決」

平成27年5月14日 審決取消訴訟を提起

平成28年3月30日 判決 特許は有効。



http://www.kobashikogyo.com/product/detail/94 のカタログ

http://www.kobashikogyo.com/product/detail/94




２ 特許請求の範囲の記載（訂正後）
【請求項１】

トラクタの後部に装着され，トラクタと共に走行する作業機本体に支持される
作業ロータと，その上方を覆うシールドカバー本体とその進行方向後方側に連結
され，前記作業ロータの後方を覆うエプロンを有するシールドカバーを備える
ロータリ作業機において，／
その進行方向後方側の位置で固定され，その進行方向前方側の端部から前記後

方側の位置までの区間が自由な状態であり，前記端部寄りの部分が自重で垂れ下
がる，弾性を有する土除け材が，前記シールドカバー本体の前記作業ロータ側の
面に２枚以上固定されるとともに，前記エプロンの前記作業ロータ側の面に１枚
以上固定され，／
前記土除け材は前記シールドカバー本体と前記エプロンの周方向に隣接して複

数枚配置され，／
前記土除け材の内，前記シールドカバー本体に固定された各土除け材の固定位

置すべてが，隣接する他の土除け材と互いに重なっていることを特徴とするロー
タリ作業機のシールドカバー。
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３ 本件審決の理由の要旨
(1) 本件審決の理由は，本件発明は，「引用発明１」及び「引用発明２」に基づ
く進歩性違反。

ア 引用例１：実願昭６３－１０６９１７号（実開平２－２９２０２号）のマイ
クロフィルム（甲１）

イ 引用例２：特開平６－３０３８０２号公報（甲２）



(2) 本件審決が認定した引用発明１は，次のとおりである。
トラクタの後部に装着され，トラクタと共に走行するロータリ機枠２に支持さ

れるロータリ耕耘部６と，その上方を覆う主カバー１２とその進行方向後方側に
連結され，ロータリ耕耘部６の後方を覆う後部カバー１３を有するロータリカ
バー１１を備えるロータリ耕耘機１において，／
主カバー１２のロータリ耕耘部６側の面に，弾性を有する土付着防止部材２０

が，その進行方向後方側の位置で複数枚固定され，／
前記土付着防止部材２０は，進行方向前方側の端部から前記後方側の位置まで

の区間が自由な状態であり，前記端部寄りの部分が自重で垂れ下がるもので，／
前記土付着防止部材２０は，主カバー１２の周方向に隣接して複数枚配置され，

／
前記土付着防止部材２０の内，固定位置のある進行方向後方側に隣接する土付

着防止部材２０が存在しない土付着防止部材２０を除いて（言い換えると，進行
方向において最も後方側の土付着防止部材２０を除いて），主カバー１２に固定
された各土付着防止部材２０の固定位置すべてが，隣接する他の土付着防止部材
２０と互いに重なっているロータリ耕耘機１のロータリカバー１１。
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(3) 本件発明１と引用発明１との対比
本件審決が認定した本件発明１と引用発明１との一致点，相違点は次のとおりで
ある。
ア 一致点
トラクタの後部に装着され，トラクタと共に走行する作業機本体に支持される

作業ロータと，その上方を覆うシールドカバー本体とその進行方向後方側に連結さ
れ，前記作業ロータの後方を覆うエプロンを有するシールドカバーを備えるロータ
リ作業機において，／
その進行方向後方側の位置で固定され，その進行方向前方側の端部から前記後方

側の位置までの区間が自由な状態であり，前記端部寄りの部分が自重で垂れ下がる，
弾性を有する土除け材が，前記シールドカバー本体の前記作業ロータ側の面に２枚
以上固定され，／
前記土除け材は前記シールドカバー本体の周方向に隣接して複数枚配置され，／
前記土除け材の内，シールドカバー本体に固定された進行方向において最も後方

側の土除け材を除いて，シールドカバー本体に固定された各土除け材の固定位置す
べてが，隣接する他の土除け材と互いに重なっているロータリ作業機のシールドカ
バー。



イ 相違点
本件発明１では，「その進行方向後方側の位置で固定され，その進行方向前方側
の端部から前記後方側の位置までの区間が自由な状態であり，前記端部寄りの部
分が自重で垂れ下がる，弾性を有する土除け材が，」「前記エプロンの前記作業
ロータ側の面に１枚以上固定され」，シールドカバー本体とエプロンに固定され
た土除け材はシールドカバー本体とエプロンの周方向に隣接して配置され，シー
ルドカバー本体に固定された進行方向において最も後方側の土除け材の固定位置
が，隣接するエプロンに固定された土除け材と互いに重なっているのに対し，引
用発明１では，エプロン側に土除け材がなく，そのような構成を有していない点。



(4) 本件審決が認定した引用発明２は，次のとおりである。
リヤカバー１３のロータリー１１側の面に，弾性を有する弾性部材２３が，そ
の進行方向後方側の位置で固定されるとともに，固定部を除いて前方側が自由
な状態であり，その弾性部材２３が，メインバー１２の補強板１８に対する低
摩擦係数の部材１４の固定位置において，その低摩擦係数の部材１４と互いに
重なっているロータリカバー。

４ 取消事由
相違点の容易想到性の判断の誤り



メインバー

リアカバー

弾性部材

ロータリー

低摩擦係数の部材



メインバー

低摩擦係数の部材

リアカバー

弾性部材

前端部

ブラケット

段付きのプレート

補強板
軸

座



第４ 当裁判所の判断

３ 本件発明１の容易想到性について
ウ 引用発明２の認定
(ア) 前記イによれば，引用例２には，本件審決が認定したとおり，「・・・弾
性部材２３が，その進行方向後方側の位置で固定されるとともに，固定部を除い
て前方側が自由な状態であり，その弾性部材２３が，・・・低摩擦係数の部材１
４の固定位置において，その低摩擦係数の部材１４と互いに重なっているロータ
リカバー。」との引用発明２が記載されているということができる。

(イ) 原告は，引用発明２では，低摩擦係数の部材１４のうち，「プレート２１
による固定部」のみならず，・・・前端部１４ｂから後端部１４ａまでの全体が，
本件発明１の「・・・固定位置」に相当するものであるから，・・・各土除け材
の固定位置すべてが，隣接する他の土除け材と互いに重なっている」という本件
発明１の構成は開示されていないなどと主張する。



しかし，引用例２に記載されたロータリカバーの低摩擦係数の部材１４
は，・・・プレート２１の間隙部へ挿入した後，・・・低摩擦係数の部材１４
のメインカバー１２への固定位置は，後端部１４ａ及び前端部１４ｂであるこ
とが明らかである。
また，低摩擦係数の部材１４の後端部１４ａ及び前端部１４ｂ以外の部分

は，・・・自由に振動できない状態にあるが，それは，低摩擦係数の部材１４
がその固定部分である後端部１４ａ及び前端部１４ｂにおいて固定されること
によるものであるから，低摩擦係数の部材１４の後端部１４ａ及び前端部１４
ｂ以外の部分が固定部分であるということはできない。
したがって，低摩擦係数の部材１４の固定位置が前端部１４ｂから後端部１４
ａまでの全体であるということはできない。



そして，・・・弾性部材２３の延設された前端部２３ａが，低摩擦係数の部材
１４のメインカバー１２への固定位置において，低摩擦係数の部材１４と重ね合
わされていることを理解することができる。本件審決は，この点に着目して「弾
性部材２３が，…低摩擦係数の部材１４の固定位置において，その低摩擦係数の
部材１４と互いに重なっている」と認定したものにすぎず，・・・本件審決が引
用発明２の「弾性部材２３が，…低摩擦係数の部材１４の固定位置において，そ
の低摩擦係数の部材１４と互いに重なっている」と認定したことに誤りはない。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。



エ 本件審決は，引用発明２の弾性部材２３はゴム等であることから，弾性部材
２３の前端部２３ａが前方に延設されたものにおいては，その延設された（前
方）端部寄りの部分は，自重で垂れ下がるものと解されると判断した。

(ア) しかし，引用例２には，弾性部材２３の前端部２３ａを前方に延設して低
擦係数の部材１４と重ね合わせた状態にしてもよい旨の記載はあるが（【００１
５】），そのようにした場合に弾性部材２３の前方側の端部寄りの部分が自重で
垂れ下がる旨の記載はない。そして，弾性部材２３の材質がゴム等の弾力に富ん
だものであるとしても（【００１２】），その前方側の端部寄りの部分が自重で
垂れ下がるか否かは，少なくとも弾性部材２３の固定部（座２４）から自由端
（前端部２３ａ）までの長さ並びにその部分の厚さ，質量（密度）及び弾性係数
に依存することが明らかである。引用例２にはこれらについて何の記載もないか
ら，弾性部材２３の材質がゴム等の弾力に富んだものであるからといって，前方
に延設した前端部２３ａが自重で垂れ下がるものと断定することはできない。



(イ) 被告は，引用例２の【００１２】には，弾性部材２３はゴム等の弾力に
富んだ材質のものであることが明記されていることから，・・・前方へ延設
された端部寄りの部分が自重で垂れ下がることは，当然に生じる事象にすぎ
ない旨主張する。

確かに，引用発明２の弾性部材２３は，・・・固定部を除いて前方側が自
由な状態とされた，いわゆる片持ち梁であり，しかも，現実に存在する物体
である以上，剛体（力が加わっても変形しない理想物体）ではないから，自
らに作用する重力（自重）で全く変形しないなどということは，物理的には
あり得ない。したがって，現実に存在する片持ち梁としての弾性部材２３に
生じる変形という意味での自重による垂れ下がりは，被告が主張するとおり，
当然に生じる事象ではある。



ところで，本件発明１の「土除け材」も，・・・単なる物理現象としては，必
ず自重で垂れ下がることになる。しかし，本件発明１は，・・・「土除け材」
が・・・前記端部寄りの部分が自重で垂れ下がる，弾性を有する」ことによって，
ロータリ作業機本体の振動に伴って，各土除け材がその固定位置を固定端部とし
て作業ロータの半径方向に自由に振動し，その振動時の振幅が最大限発揮される
ため，付着した土砂の落下を誘発する効果が高まり，土除け材自身の振動によっ
て付着した土砂を落下させ，固定位置を除く土除け材の全周にわたって土砂の付
着を防止する効果を発揮するものである。そうすると，本件発明１の「その進行
方向後方側の位置で固定され，その進行方向前方側の端部から前記後方側の位置
までの区間が自由な状態であり，前記端部寄りの部分が自重で垂れ下がる，弾性
を有する土除け部材」における「自重で垂れ下がる」とは，片持ち梁である「土
除け部材」の進行方向前方側の端部寄りの部分が単なる物理現象として「自重で
垂れ下がる」こと（すなわち，「土除け部材」が剛体ではないという当然のこ
と）を意味するのではなく，「土除け部材」が，ロータリ作業機本体の振動に
伴って，その振動時の振幅が最大限発揮する程度の弾性を有することによる，技
術的意義のある現象としての「自重で垂れ下がる」ことを意味すると解すべきで
ある。



そして，被告も自認するとおり，弾性部材２３の前方側の端部寄りの部分の自
重による垂れ下がり量は，弾性部材２３の弾性係数，長さ等に依存するから，弾
性部材２３の材質がゴム等の弾力に富んだものであるとしても，その前方側の端
部寄りの部分が上記の技術的意義のある現象として「自重で垂れ下がる」とは限
らない。・・・引用発明２においては，弾性部材２３の前端部２３ａは，ブラ
ケット１９に密着しているのであるから，その前方側の端部寄りの部分がブラ
ケット１９の表面から離れるほど振動することは想定されていない。そうする
と，・・・技術的意義のある現象として「自重で垂れ下がる」ことを可能とする
ような値に設定されていると認めることはできない。
前端部２３ａを更に前方に延設し，低摩擦係数の部材１４と重ね合わせた状態

にした場合であっても，同様の理が妥当するのであって，前端部２３ａを前方に
延設した弾性部材２３の前方側の端部寄りの部分が上記の技術的意義のある現象
として「自重で垂れ下がる」ことが当然に生じる事象であるということはできな
い。
(ウ) 以上のとおり，本件審決が，引用発明２について，弾性部材２３の前端部
２３ａが前方に延設されたものにおいては，その延設された（前方）端部寄りの
部分は，自重で垂れ下がると判断したことは，誤りである。



(2) 相違点の容易想到性について
ア したがって，仮に，引用発明１に引用発明２を適用したとしても，後部カ
バー１３に弾性部材を設け，その弾性部材をその進行方向後方側の位置で固定す
るとともに，固定部を除いて前方側を自由な状態とし，主カバー１２に対する土
付着防止部材２０の固定位置において，その土付着防止部材２０と互いに重なる
ようにする結果，引用発明１の主カバー１２に固定された各土付着防止部材２０
は，その固定位置全てが隣接する他の土付着防止部材２０と互いに重なるように
はなるものの，引用発明１の後部カバー１３に引用発明２の弾性部材２３として
設けられた土付着防止部材２０は，その進行方向前方側の端部寄りの部分が自重
で垂れ下がるものではないから，本件発明１には至らない。

イ 本件審決は，仮に・・・自重で垂れ下がるものでないとしても，エプロンに固
定された土除け材を，その端部寄りの部分が自重で垂れ下がるような材質のもの
とすることは，当業者が適宜になし得る程度のことにすぎないと判断した。



(ア) しかし，引用発明２の弾性部材２３の前端部２３ａが・・・自重で垂れ
下がるものとすることを想到した上で，これを引用発明１に適用することに
よって，・・・土付着防止部材２０の進行方向前方側の端部寄りの部分を自
重で垂れ下がるものとするというのは，引用発明１を基準にして，更に引用
発明２から容易に想到し得た技術を適用することが容易か否かを問題にする
ことになる。このように，引用発明１に基づいて，２つの段階を経て相違点
に係る本件発明１の構成に想到することは，格別な努力が必要であり，当業
者にとって容易であるということはできない。



(イ) また，引用例２には，・・・前端部２３ａを更に前方へ延設して低摩擦係
数の部材１４と重ね合わせた状態にしたときは，飛散した土の侵入がより一層
防止できる旨の記載がある（【００１５】）。このように，前端部２３ａが飛
散した土の侵入を防止するという作用効果を奏するのは，前端部２３ａがブラ
ケット１９に密着しているからであり，前端部２３ａを更に前方に延設して低
摩擦係数の部材１４と重ね合わせた状態にするのは，その作用効果を強めるた
めである。
ここで，仮に，弾性部材２３の前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がっ

たとすると，弾性部材２３の固定部（座２４）から自由端（前端部２３ａ）ま
でのどの部分がどの程度垂れ下がるにしても，前端部２３ａは，下方，すなわ
ち，ブラケット１９との密着を保つことが困難になる方向に移動することにな
る。さらに，リヤカバー１３が上方へ回動すると，前端部２３ａとブラケット
１９との密着はさらに困難になる。その結果，前端部２３ａがブラケット１９
と密着することによって奏する飛散した土の侵入防止という上記の作用効果が
減殺されることは，明らかである。



すなわち，引用例２の【０００４】，【０００６】の記載に照らすと，リヤカ
バーに固着された土付着防止部材（弾性部材）を自重で垂れ下がるように構成
すると，リヤカバーの枢着部分では，・・・間隙が生じるため，ここに土がた
まりやすくなるという引用発明２の課題を解決できない。したがって，・・・
自重で垂れ下がるような材質のものに変更することは，引用発明２の目的に反
する。・・・そのため，上記作用効果を奏するためには，リヤカバー１３を下
降させた状態において，既に前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるよう
な弾性部材２３を用いることはできない。
そうすると，引用発明２において，弾性部材２３の前方側の端部寄りの部分

を自重で垂れ下がるようにすることには，そもそも阻害要因があると認められ
る。弾性部材２３の前端部２３ａを更に前方に延設して低摩擦係数の部材１４
と重ね合わせた状態にした場合も，同様の理が妥当することから，前端部２３
ａを前方に延設した弾性部材２３の前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下が
るようにすることは，当業者が適宜になし得る程度のものということはできな
い。
したがって，本件審決の上記判断は，誤りというべきである。



(ウ) 被告は，引用発明２のリヤカバー側の弾性部材２３について前方側の端部
寄りの部分が自重で垂れ下がるような材質のものに変更することは，メインカ
バーに固着された土付着防止部材が自重で垂れ下がることによる不都合を課題
とする引用発明２の目的に反するものではないから，弾性部材２３を，進行方
向前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるような材質のものとすることは，
当業者が適宜になし得る程度のことにすぎない旨主張するが，同主張に理由が
ないことは，前記(イ)において説示したとおりである。
(エ) 被告は，①原告は，リヤカバー側の弾性部材を自重で垂れ下がるように構
成すると，メインカバーに取り付けられた低摩擦係数の部材と，リヤカバーに
取り付けられた弾性部材との接合部に間隙が生じると単に抽象的に主張するの
みで，接合部に間隙が生じる具体的な理由の説明がない，②仮に弾性部材を自
重で垂れ下がるように構成する際に低摩擦係数の部材と弾性部材との接合部に
間隙が生じるおそれがあれば，接合部に間隙が生じないように弾性部材の弾性
係数や延設長さ等を決定することは，当業者が適宜なし得ることにすぎない旨
主張する。



しかし，前記(イ)のとおり，・・・前端部２３ａがブラケット１９に密着
するのを妨げるような変更を加えることには阻害要因がある。そして，弾性
部材２３の前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるようにすることは，
前端部２３ａをブラケット１９との密着を困難にする方向に移動させること
を意味するから，当業者が適宜になし得るものということはできない。
(3) 以上によれば，本件発明１は，引用発明１及び引用発明２に基づいて，
当業者が容易に発明することができたものということはできない。



４ 本件発明２の容易想到性について
本件発明２は，本件発明１に，「前記土除け材の内，前記作業ロータの回転
方向上流側に位置する土除け材が，前記シールドカバー本体に固定された下流
側に位置する土除け材を前記作業ロータ側から覆う状態で重なっていること」
との要件を付加するほかは，本件発明１の発明特定事項を全て含むものであり，
本件発明２と引用発明１との相違点と，本件発明１と引用発明１との相違点は
共通し，かつ，前記３において本件発明１について説示した事項は，全て本件
発明２についても妥当する。
そうすると，本件発明２は，引用発明１及び引用発明２に基づいて，当業者
が容易に発明することができたものということはできない。

５ 結論
以上によれば，原告主張の取消事由は理由があるから，本件審決は取消しを
免れない。
よって，原告の請求を認容することとし，主文のとおり判決する。
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